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隋唐期道教祭醮と密教星供の供物

　
　
　
　

は
じ
め
に 

　

息
災
延
命
の
密
教
修
法
と
し
て
は
、
星
供
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
星
供
の
対
象
で
あ
る
星
宿
は
、
仏
教
で
は「
天
」に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
一
。
い
わ
ゆ
る「
天
」（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語deva

の
漢
訳
）と
は
、
仏
教
が
バ
ラ
モ
ン
文
化
の
影
響
を
受
け
て
取
り
入
れ
た
、
神

を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
二
。『
仏
本
行
集
経
』巻
三「
受
決
定
記
品
第
二
上
」に
は
、
雲
童
子
が
蓮
花
城
を
訪
れ
、
人
が「
祭
祀
諸
星
宿
天

（
諸
々
の
星
宿
天
を
祭
る
）」（
六
六
六
中
）と
い
う
風
景
を
目
に
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
代
イ
ン
ド
で
は
、
仏
教
に
と
っ
て
外
来
の
神

で
あ
る
星
宿
を
祭
る
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
く
イ
ン
ド
に
起
源
を
持
つ
密
教
の
星
供
は
、
自
然
崇
拝
と
い
う
点
に

お
い
て『
仏
本
行
集
経
』に
見
え
る「
諸
々
の
星
宿
天
を
祭
祀
す
」る
こ
と
と
共
通
す
る
が
、
そ
の
儀
礼
の
部
分
は
、
む
し
ろ
後
に
述
べ
る
中

国
道
教
の「
醮
」に
近
く
、
興
味
深
い
。 

　

星
供
を
記
す
密
教
経
典
は
、
著
者
を
名
僧
に
仮
託
す
る
こ
と
が
多
く
、
中
国
道
教
的
要
素
が
色
濃
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

隋
唐
期
道
教
祭
醮
と
密
教
星
供
の
供
物

張
　
　
名 

揚
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す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
三
。
筆
者
も
か
つ
て
道
教
と
密
教
儀
礼
に
お
け
る
茶
の
利
用
を
テ
ー
マ
と
し
た
論
文
を
発

表
し
、
中
国
密
教
に
お
け
る
茶
の
利
用
は
、
道
教
儀
礼
を
踏
ま
え
て
考
案
さ
れ
た
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
四
。
ま
た
別
稿
で
は
、
日
本

に
伝
わ
る
資
料
を
手
掛
か
り
に
、
密
教
星
供
と
中
国
の
世
俗
文
化
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
述
し
た
五
。
本
稿
で
は
、
と
り
わ
け
道
教
の

「
醮
」に
注
目
し
な
が
ら
考
察
を
行
う
。
第
一
章
で
は「
醮
」の
性
格
に
つ
い
て
、
古
代
中
国
に
お
け
る「
醮
」の
儀
礼
を
確
認
し
た
上
で
、『
隋

書
』経
籍
志
に
記
さ
れ
る
道
教
の「
醮
」の
定
義
と
、
法
琳（
五
七
二
～
六
四
〇
）が
著
し
た『
弁
正
論
』に
見
え
る
隋
唐
期
道
教
の「
醮
」の
様

相
を
見
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
第
二
章
で
は
隋
唐
期
道
教
の「
醮
」の
供
物
と
、
唐
代
の
文
化
を
取
り
入
れ
た
密
教
星
供
六
に
用
い
ら
れ
る

供
物
と
対
照
し
た
上
で
、
著
者
を
一
行（
六
八
三
～
七
二
七
）に
仮
託
し
た
と
さ
れ
る『
七
曜
星
辰
別
行
法
』の
記
述
か
ら
、
密
教
星
供
に
つ

い
て
小
考
を
試
み
た
い
。 

　
　
　
　

一
、「
醮
」
の
性
格 

　
「
醮
」と
い
う
の
は
、
古
代
中
国
に
お
い
て
通
過
儀
礼
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。『
儀
礼
』士
冠
礼（
成
人
男
子
が
冠
を
つ
け
る
成
人

式
）に「
若
不
醴
則
醮
用
酒
。
…
…
始
加
、
醮
用
脯
醢（
も
し
醴（
甘
酒
）を
授
け
な
い
時
に
は
、
醮（
鄭
玄（
一
二
七
～
二
〇
〇
）注
に
よ
れ
ば
、

酌
み
献
ず
る
だ
け
で
返
杯
の
な
い
儀
礼
）を
行
っ
て
酒
を
用
い
る
。
…
…
始
め
て（
冠
を
）加
え
る
時
に
、
醮
は
干
し
肉
と
肉
の
塩
漬
け
を

用
い
る
七
）」、
士
昏
礼（
男
子
の
結
婚
式
）に「
父
醮
子
、
命
之
曰
、
往
迎
爾
相
、
承
我
宗
事
、
…
…
。（
父
が
子
に
醮
の
儀
礼
を
行
う
時
に
、

子
に
命
じ
て
い
う
に
、「
往
っ
て
、
お
前
の
妻
を
迎
え
に
行
き
、
我
が
宗
廟
の
祭
祀
を
承
け
つ
ぎ
、
…
…
」と
）」と
い
う
記
述
が
あ
る
。
ま

た「
醮
」で
酒
と
肉
製
品
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
掲
士
冠
礼
の
記
述
に
よ
っ
て
窺
い
知
れ
る
。
後
に
後
漢
の
許
慎
が『
説
文
解
字
』一
四

編
下「
酉
部
」に
お
い
て「
醮
」は「
冠
娶
礼
祭
也（
冠
礼
と
昏
礼
の
祭
儀
で
あ
る
）」と
説
明
す
る
の
も
、『
儀
礼
』に
見
え
る
よ
う
な
中
国
古
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代
の
儀
礼
作
法
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『
説
文
解
字
』の
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
、『
説
文
解
字
注
』を
著
し
た
段
玉
裁

（
一
七
三
五
～
一
八
一
五
）は
疑
問
を
抱
い
て
い
た
。
段
玉
裁
は
前
掲
鄭
玄
の『
儀
礼
』の
注
釈
を
踏
ま
え
、
注
に
お
い
て「
経
文
不
言
祭
也

（
経
文
で
は（「
醮
」の
こ
と
を
）「
祭
」と
言
わ
な
い
）」と
い
う
こ
と
、『
説
文
解
字
』の「
古
本
」で
は「
冠
娶
妻
礼
也
。
一
曰
祭
也（
冠
を
つ
け

る
時
と
妻
を
娶
る
時
の
儀
礼
で
あ
る
。
あ
る
説
で
は「
祭
」と
い
う
）」と
あ
る
こ
と
の
二
点
を
取
り
上
げ
て
、『
説
文
解
字
』の
通
行
本
に
誤

写
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
と
よ
り「
醮
」は『
儀
礼
』に
見
え
る
よ
う
な
通
過
儀
礼
の
一
部
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、「
祭
」

を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
、
と
結
論
づ
け
た
。「
祭
」を
意
味
す
る「
醮
」に
つ
い
て
、
段
玉
裁
は
さ
ら
に
戦
国
末
期
の
文
学
者
、
宋
玉
の「
高

唐
賦
」（『
文
選
』巻
一
九
所
収
）に
見
え
る「
醮
諸
神
、
礼
太
一（
諸
神
を
醮
し
、
太
一
を
礼
拝
す
る
）」と
い
う
記
述
を
引
用
し
て「
此
後
世

醮
祀
之
始
見
也（
こ
れ
は
後
世
の
醮
祀
の
初
出
で
あ
る
）」と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
醮
」の
原
義
に
つ
い
て
少
し
疑
問
は
残
る
が
、

古
代
中
国
の「
醮
」は
通
過
儀
礼
に
由
来
し
た
も
の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
巫
術
的
な
一
面
を
持
つ
も
の
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
八
。 

　

道
教
で
も「
醮
」が
行
わ
れ
る
。劉
枝
万
氏
は
道
教
史
の
視
点
か
ら「
醮
」の
定
義
を
四
つ
に
分
類
し
て
い
る
。す
な
わ
ち
①
前
掲「
高
唐
賦
」

の
定
義（
道
教
成
立
以
前
の
古
義
）②『
隋
書
』の
定
義（
道
教
成
立
以
降
の
見
方
）③
明
・
張
自
烈『
正
字
通
』の
定
義（
唐
よ
り
宋
を
経
て
明

代
に
い
た
る
、
道
教
儀
式
の
整
備
さ
れ
た
時
期
の
見
方
）④
現
在
の
定
義（
願
ほ
ど
き
の
た
め
に
行
う
大
規
模
な
祭
典
）の
四
つ
で
あ
る
九
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
密
教
星
供
は
唐
代
の
文
化
を
受
容
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
隋
唐
期
道
教
の
「
醮
」
を
中
心
に
、

②『
隋
書
』の
定
義
か
ら
考
察
を
進
め
る
。 

　

唐
の
貞
観
一
五
年（
六
四
一
）に
編
纂
が
始
ま
り
、
顕
慶
元
年（
六
五
六
）に
高
宗（
在
位
六
四
九
～
六
八
三
）に
献
上
さ
れ
た『
隋
書
』経
籍

志「
道
経
」の
部
に
付
さ
れ
る
序（
以
下「
道
経
序
」と
略
称
）一
〇
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

　

夜
中
、
於
星
辰
之
下
、
陳
設
酒
・
脯
・
・
餌
・
幣
物
、
歴
祀
天
皇
太
一
、
祀
五
星
列
宿
、
為
書
如
上
章
之
儀
以
奏
之
、
名
之
為
醮
。 
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（
夜
間
に
星
辰
の
も
と
で
酒
・
干
し
肉
・
む
ぎ
も
ち
・
も
ち
・
絹
を
並
べ
、
次
々
に
天
皇
太
一
を
祭
り
、
五
星
を
は
じ
め
と
す
る
諸
々

の
星
宿
を
祭
り
、
文
書
を
作
っ
て
上
章
の
儀
礼
の
よ
う
に
し
て
た
て
ま
つ
る
の
を「
醮
」と
い
う
。） 

　
「
道
経
序
」に
よ
れ
ば
、
道
教
の「
醮
」と
は
供
物
を
並
べ
て
天
上
の
神
々
を
祭
祀
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
に
つ
い
て
、「
道
経
序
」

で
は「
醮
」が
道
教
の「
諸
消
災
度
厄
之
法（
諸
々
の
災
厄
を
取
り
除
く
方
法
）」の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
醮
」を
行
う

目
的
の
一
つ
は
、災
厄
の
除
去
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
一
一
。
ま
た
、「
道
経
序
」に
見
え
る「
醮
」が
行
わ
れ
る
時
間
は「
夜
中
」、空
間
は「
星

辰
の
下
」と
さ
れ
て
い
る
。「
夜
中
」に
つ
い
て
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
活
動
し
て
い
た
道
士
の
張
万
福
一
二
は『
洞
玄
霊
宝
道

士
受
三
洞
経
誡
法
簶
択
日
暦
』（『
正
統
道
蔵
』第
九
九
〇
冊
所
収
）に
お
い
て
、「
江
淮
呉
蜀
」の
道
士
た
ち
が「
唯
専
醮
祭
、
夜
中
施
設（
た

だ
醮
祭
に
力
を
注
ぎ
、
夜
中
に（
醮
祭
を
）行
う
だ
け
で
あ
る
）」（
八
a
）と
批
判
し
て
い
る
。
張
萬
福
が
目
に
し
た「
醮
祭
」の
対
象
は
不

明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
八
世
紀
初
頭
ま
で「
道
経
序
」に
見
え
る「
夜
中
」に
行
わ
れ
る「
醮
」と
類
似
す
る
儀
礼
が
、
中
国
の
江
南
と
四

川
地
域
で
流
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

　

星
宿
の
下
で
道
教
儀
礼
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
早
く『
三
国
志
』呉
書
・
呂
蒙
伝
に
は
、
孫
権（
一
八
二
～
二
五
二
）が
道
士
に
命
じ
て

星
宿
の
下
で
危
篤
に
な
っ
た
呂
蒙（
一
七
八
～
二
一
九
）の
延
命
儀
礼
を
行
わ
せ
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
ま
た『
抱
朴
子
』登
渉
篇
に
も
、

避
難
の
た
め
山
林
に
入
る
際
に
、
夜
に
北
斗
に
向
か
っ
て
祭
祀
を
行
い
、「
山
川
の
百
鬼
・
万
精
・
虎
狼
・
虫
毒
」を
避
け
ら
れ
る
符
を
作

る
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
道
経
序
」に
記
さ
れ
る
、「
星
辰
の
下
」で
行
う「
消
災
度
厄
」の「
醮
」は
、
六
朝
道
教
の
星
宿
信
仰
の
延
長
線
上
に

あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。 

　
「
道
経
序
」に
見
え
る「
醮
」の
対
象
の
一
つ
と
さ
れ
る「
天
皇
太
一
」の「
天
皇
」は
、
北
極
星
と
す
る
説
が
あ
る
。『
史
記
』五
帝
本
紀
に
は

「
上
帝
」と
い
う
語
が
見
え
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
唐
の
張
守
節
は『
史
記
正
義
』に
お
い
て
鄭
玄
の『
周
礼
注
』を
引
用
し「
昊
天
上
帝
謂
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天
皇
大
帝
、
北
辰
之
星（
昊
天
上
帝
は
天
皇
大
帝
の
こ
と
を
言
い
、
北
辰
で
あ
る
）」と
述
べ
、「
天
皇
」を「
北
辰
」（
北
極
星
）と
し
て
い
る
。

「
太
一
」に
つ
い
て
、
右
に
取
り
上
げ
ら
れ
た「
高
唐
賦
」に
は「
諸
神
を
醮
し
、
太
一
を
礼
す
」と
あ
り
、
ま
た『
史
記
』封
禅
書
に「
天
神
貴

者
太
一（
天
神
の
中
で
貴
い
も
の
は
太
一
で
あ
る
）」と
あ
る
よ
う
に
、
地
位
の
高
い「
天
神
」と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
封
禅
書
の
記
述
に
つ

い
て
、
唐
の
司
馬
貞
は『
史
記
索
隠
』に
お
い
て
緯
書
の『
楽
汁
徴
図
』に
見
え
る「
天
宮
、
紫
微
。
北
極
、
天
一
・
太
一（
天
宮
と
は
、
紫
微

宮（
北
極
星
を
中
心
と
す
る
天
空
の
領
域
）で
あ
る
。
北
極
と
は
、
天
一
・
太
一
の
こ
と
で
あ
る
）」と
い
う
記
述
を
引
用
し
、
ま
た
後
漢
の

宋
均
と
戦
国
時
代
の
石
申
の
言
葉
と
し
て「
天
一
・
太
一
、
北
極
神
之
別
名（
天
一
・
太
一
は
、
北
極
神
の
別
名
で
あ
る
）」「
天
一
・
太
一
、

各
一
星
。
在
紫
宮
門
外
、
立
承
事
天
皇
大
帝（
天
一
と
太
一
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
星
の
神
格
で
あ
る
。
紫
微
宮
の
入
り
口
の
外
に
お
り
、

天
皇
大
帝
の
命
を
受
け
て
仕
え
る
）」な
ど
の
記
述
を
取
り
上
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
資
料
に
よ
っ
て「
太
一
」と「
北
極
」の

理
解
は
異
な
る
場
合
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も「
太
一
」と
星
宿
の
信
仰
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
唐
代
ま
で
続

い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
五
星
列
宿
」も「
道
経
序
」で「
醮
」の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。「
五
星
」と
い
う
の
は
、「
歳
星
」「
熒
惑
」「
鎮
星
」「
太
白
」「
辰
星
」の
こ

と
を
指
し
、「
列
宿
」と
い
う
の
は
、
二
十
八
宿
か
、
五
星
以
外
の
星
宿
全
般
を
指
す
可
能
性
が
あ
る
。「
五
星
列
宿
」に
つ
い
て
、『
史
記
』

天
官
書
に
は「
天
有
五
星
、
地
有
五
行
。
天
則
有
列
宿
、
地
則
有
州
域（
天
に
は
五
星
が
あ
り
、
地
に
は
五
行
が
あ
る
。
天
に
は
二
十
八
宿

が
あ
り
、
地
に
は
区
切
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
あ
る
）」と
あ
り
、
古
代
で
は
天
上
世
界
の
仕
組
み
が
地
上
世
界
に
反
映
さ
れ
る
と
認

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
五
星
列
宿
」を
祭
る
道
教
の「
醮
」で
は
、
個
人
の
長
生
の
み
な
ら
ず
、
国
全
体
の
平
安
を
祈
願
し
て
い

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
道
経
序
」に
記
さ
れ
る
道
教
の「
醮
」は
古
代
の
天
文
思
想
を
継
承
し
、
六
朝
道
教
の
星
宿
信
仰
と
の
密
接
な
関
係
が
見

ら
れ
る
。
し
か
し「
醮
」の
対
象
は
、
必
ず
し
も
星
宿
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
一
三
。
仏
教
側
の
資
料
で
は
あ
る
が
、「
道
経
序
」の
成
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立
に
先
立
っ
て
、武
徳
九
年（
六
二
六
）に
撰
述
さ
れ
た
李
仲
卿
ら
の
排
仏
論
を
論
破
す
る
た
め
に
、法
琳
が
著
し
た『
弁
正
論
』（『
大
正
蔵
』

巻
五
二
所
収
）巻
二「
三
教
治
道
篇
第
二
下
」に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

茅
山
道
士
陶
隠
居
撰
衆
醮
儀
凡
十
巻
。
従
天
地
山
川
星
辰
嶽
涜
及
安
宅
謝
墓
、
呼
召
魂
神
所
営
醮
法
、
備
列
珍
奇
、
広
辦
綾
綵
。
多

用
蒸
魚
・
鹿
脯
・
黄
白
・
蜜

・
清
酒
・
雑
果
・
塩
・
鼓
・
油
・
米
等
。
先
奏
章
請
喚
将
軍
吏
兵
。
道
士
等
皆
執
手
版
、
向
神
称
臣
、

叩
頭
再
拝
、
求
恩
乞
福
。
与
俗
並
同
。
既
非
出
家
具
造
邪
業
。
然
紫
微
・
太
微
・
少
微
等
、
総
謂
天
皇
三
官
。
案
古
来
先
儒
云
、「
天

皇
大
帝
者
、
是
紫
微
尊
神
。
一
名
曜
魂
宝
、
即
中
央
天
也
。
謂
之
北
極
、
在
鉤
陳
之
内
、
為
天
之
主
、
衆
星
所
尊
。
左
有
天
一
神
、

右
有
太
一
神
、
為
左
右
将
、
如
今
左
右
丞
相
也
。
主
承
事
天
皇
。
人
命
所
属
、
尊
中
之
尊
。」依
尚
書
周
礼
、
国
家
自
有
祭
法
、
皆
天

子
親
所
敬
事
。
孝
経
云
、「
周
公
有
至
孝
之
心
、乃
宗
祀
文
王
於
明
堂
以
配
上
帝
、郊
祀
后
稷
以
配
天
。」天
謂
五
方
天
、帝
謂
昊
天
上
帝
。

以
祖
父
配
祭
於
明
堂
及
円
丘
南
郊
等
、
本
非
道
家
之
神
、
亦
非
道
士
所
行
之
法
。
云
何
今
日
乃
用
道
士
醮
祭
。
大
乖
礼
教
、
深
恐
天

神
不
饗
非
礼
。（
四
九
九
下
～
五
〇
〇
上
） 

　
（
茅
山
の
道
士
の
陶
弘
景
が
『
衆
醮
儀
』
十
巻
を
撰
述
し
た
。
天
地
・
山
川
・
星
辰
・
嶽
涜
か
ら
安
宅
・
謝
墓
ま
で
、
魂
神
を
招
請
す

る
醮
法
で
は
、
珍
異
な
も
の
を
遺
漏
な
く
並
べ
、
様
々
な
あ
や
絹
を
用
意
す
る
。
蒸
し
魚
・
鹿
の
干
し
肉
・
金
銀
・
蜜

（
蜜
で
こ

ね
た
餅
）・
清
酒
・
色
々
な
果
物
・
塩
・
鼓
（
み
そ
）・
油
・
米
な
ど
を
多
用
す
る
。
ま
ず
は
上
奏
文
を
た
て
ま
つ
っ
て
将
軍
・
兵
士

を
招
請
す
る
。
道
士
は
全
員
手
に
笏
を
も
っ
て
、
神
に
向
か
っ
て
臣
下
と
称
し
、
叩
頭
し
て
再
び
礼
拝
し
、
恩
恵
を
求
め
幸
福
を
願

う
。（
こ
れ
は
）世
俗
と
同
じ
で
あ
る
。
出
家
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
邪
な
所
業
を
す
べ
て
行
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
紫
微
・
太

微
・
少
微
な
ど
は
、
ま
と
め
て
天
皇
三
官
と
言
う
。
考
え
て
み
る
に
、
昔
か
ら
儒
者
が
言
う
に
は
、「
天
皇
大
帝
と
は
、
紫
微
尊
神

の
こ
と
で
あ
る
。
一
名
は
曜
魂
宝
、
す
な
わ
ち
中
央
の
天
で
あ
る
。（
天
皇
大
帝
は
）北
極
と
も
言
い
、
鉤
陳
六
星
の
中
に
お
り
、
天
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の
主
で
あ
り
、
諸
々
の
星
宿
に
珍
重
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
左
に
は
天
一
神
が
お
り
、
右
に
は
太
一
神
が
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
左
右
の

将
軍
と
な
る
の
は
、
今
の
左
右
丞
相
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。（
天
一
神
と
太
一
神
は
）主
に
天
皇
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
。
人
の
寿

命
は（
天
皇
大
帝
に
）属
す
る
も
の
な
の
で
、（
天
皇
大
帝
は
）貴
い
者
の
中
で
も
最
も
貴
い
」と
。『
尚
書
』『
周
礼
』に
よ
れ
ば
、
国
家

は
自
ず
か
ら
祭
祀
の
規
定
が
あ
り
、
す
べ
て
は
天
子
が
自
ら
恭
し
く
行
う
も
の
で
あ
る
。『
孝
経
』
に
言
う
、「
周
公
に
は
こ
の
上
な

い
親
孝
行
の
心
が
あ
り
、
そ
こ
で（
父
の
）文
王
を
明
堂
で
祭
る
際
に
上
帝
に
配
し
、（
周
の
始
祖
の
）后
稷
を
郊
外
で
祭
る
際
に
天
に

配
し
た
」と
。
天
は
五
方（
東
西
南
北
中
）の
天
の
こ
と
を
い
い
、
帝
は
昊
天
上
帝
の
こ
と
を
い
う
。（
こ
れ
ら
を
）明
堂
と
円
丘
の
南

の
郊
外
で
祖
先
と
併
せ
て
祭
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
道
家
の
神（
を
祭
る
の
）で
は
な
く
、
ま
た
道
士
が
行
う
こ
と
で
も
な
い
。
ど
う

し
て
今
時
道
士
に
醮
祭
を
行
わ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
大
い
に
礼
教
に
背
き
、
深
く
天
神
が
礼
に
適
わ
な
い
も
の
を
受
け
な
い
こ
と
を

と
て
も
恐
れ
て
い
る
。） 

　

以
上
が
、『
弁
正
論
』の「
醮
」に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
法
琳
に
よ
れ
ば
、
陶
弘
景（
四
五
六
～
五
三
六
）が
記
し
た『
衆
醮
儀
』に
は
多
種

多
様
な「
醮
」の
作
法
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
自
然
界
の
も
の
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
鎮
宅
や
鎮
墓
な
ど
の
時
に
神
霊
を
招
く
際
に
も

「
醮
」が
行
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
道
教
の「
醮
」に
つ
い
て
、
法
琳
が「
天
皇
大
帝
」（「
紫
微
尊
神
」）を
祭
る
の
は
も
と
よ
り「
国
家
」の「
祭

法
」で
あ
り
道
教
の
儀
礼
で
は
な
い
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
、「
昊
天
上
帝
」は
元
々
道
家
の
神
で
は
な
い
と
非
難
す
る
こ
と
に
加
え
、「
云
何

ぞ
今
日
乃
ち
道
士
用
ひ
て
醮
祭
す
」や
後
文
に
見
え
る「
三
史
九
流
、
亦
無
道
士
為
国
攘
災
奏
章
行
醮
也（『
史
記
』『
漢
書
』『
東
観
漢
記
』

や
諸
子
百
家
の
九
流
派
の
書
に
も
、道
士
が
国
の
災
異
を
払
う
た
め
に
上
奏
文
を
た
て
ま
つ
っ
て「
醮
」を
行
っ
た
記
録
が
な
い
」（
五
〇
〇

上
）と
い
う
言
葉
か
ら
、道
士
が
初
唐
期
の
国
家
祭
祀
に
関
与
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、法
琳
が
北
極
星
の
神
格
で
あ
る「
天

皇
大
帝
」（「
紫
微
尊
神
」）、
あ
る
い
は「
昊
天
上
帝
」（
鄭
玄『
周
礼
』注
の
説
に
よ
れ
ば
、「
北
辰
」、
す
な
わ
ち
北
極
星
の
こ
と
を
指
す
。）
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と
い
う
星
宿
の
神
格
に
重
点
を
置
い
て「
醮
」を
批
判
す
る
こ
と
か
ら
、
星
宿
を
祭
る
儀
礼
が
道
教
の「
醮
」か
ら
国
家
祭
祀
ま
で
、
大
き
な

割
合
を
占
め
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　
「
道
経
序
」と『
弁
正
論
』の
共
通
す
る
部
分
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
弁
正
論
』の「
先
づ
章
を
奏
し
て
将
軍
吏
兵
を
請
喚
す
」

と「
道
経
序
」の「
書
を
為
す
こ
と
上
章
の
儀
の
ご
と
く
し
て
以
て
之
を
奏
す
」、『
弁
正
論
』が
批
判
す
る
道
士
が「
天
皇
大
帝
」を
祭
る
こ
と

と「
道
経
序
」の「
天
皇
太
一
を
歴
祀
す
」と
の
類
似
一
四
か
ら
、「
道
経
序
」と『
弁
正
論
』に
見
え
る「
醮
」に
関
す
る
記
述
は
、
隋
唐
期
に
お

け
る
道
教
の「
醮
」の
共
通
認
識
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て「
道
経
序
」に
は
星
宿
の
神
格
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
共
通
認

識
の
中
で
星
宿
の
信
仰
が
大
き
く
介
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
星
宿
を
祭
る「
醮
」は
、
種
類
の
豊
富
な「
醮
」の
中
で
代
表
的
な
も
の
と

認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
一
五
。
以
下
は
こ
の
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
隋
唐
期
道
教
の
「
醮
」
に
用
い
ら
れ
る
供
物
に
つ

い
て
考
え
て
い
き
た
い
。 

　
　
　
　

二
、
隋
唐
期
道
教
「
醮
」
の
供
物
と
密
教
星
供 

　

道
教
の「
醮
」の
供
物
に
つ
い
て
、
法
琳
は『
弁
正
論
』に
お
い
て「
珍
奇
を
備
列
し
、
綾
綵
を
広
辧
す
。
蒸
魚
・
鹿
脯
・
黄
白
・
蜜
・
清
酒
・

雑
果
・
塩
鼓
・
油
米
等
を
多
用
す
」と
述
べ
て
お
り
、「
道
経
序
」よ
り
具
体
的
に「
醮
」の
供
物
を
列
挙
し
て
い
る
が
、「
鹿
脯
」「
蜜

」「
清
酒
」

は
、「
道
経
序
」の「
脯
」「
餌
」「
酒
」に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
時
代
的
に
は
遅
れ
て
い
る
が
、
総
章
元
年（
六
六
八
）に
完
成
し

た
、
道
世（
？
～
六
八
三
）の『
法
苑
珠
林
』（『
大
正
蔵
』巻
五
三
所
収
）巻
五
五「
感
応
縁
・
妄
伝
邪
教
第
三
」は
、
仏
教
の
優
位
を
述
べ
な

が
ら
、道
教
の「
醮
」に
つ
い
て「
梁
時
陶
弘
景
造
太
清
経
及
衆
醮
儀
十
巻（
梁
の
時
、陶
弘
景
が『
大
清
経
』と『
衆
醮
儀
』十
巻
を
撰
述
し
た
）」

（
七
〇
三
上
）、「
旧
時
道
経
祭
醮
、
並
有
鹿
脯
清
酒
、
今
新
改
安
干
棗
香
水
。
但
道
経
言
辞
拙
朴
、
雑
悪
処
並
以
除
却（
昔
、
道
経
に
記
さ
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れ
た
祭
醮
は
、
い
ず
れ
も
鹿
脯
と
清
酒
が
あ
っ
た
が
、
今
に
な
っ
て
干
し
棗
と
香
水
を
置
く
よ
う
に
改
め
た
。
た
だ
道
経
に
使
用
さ
れ
る

言
葉
は
拙
く
簡
単
で
、
粗
末
な
と
こ
ろ
や
宜
し
く
な
い
と
こ
ろ
が
す
べ
て
除
去
さ
れ
た
）」（
七
〇
三
中
）と
述
べ
て
い
る
一
六
。
陶
弘
景
が

『
衆
醮
儀
』十
巻
を
製
作
す
る
と
い
う
の
が『
弁
正
論
』と
一
致
す
る
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、『
弁
正
論
』と「
道
経
序
」は
同
様
に
、
干
し

肉
と
酒
が
供
物
と
し
て
登
場
す
る
。
ま
た「
旧
時
、道
経
の
祭
醮
は
並
び
に
鹿
脯
・
清
酒
有
り
」に
見
え
る「
並
び
に
」と
い
う
表
現
か
ら
、「
旧

時
」の「
祭
醮
」で
は
干
し
肉
と
酒
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

道
世
が
い
う「
旧
時
、
道
経
の
祭
醮
は
並
び
に
鹿
脯
清
酒
有
り
て
、
今
、
新
た
に
改
め
て
干
棗
香
水
を
安
ん
ず
」と
い
う
記
述
の
少
し
前

に
、
道
教
経
典
は「
私
窃
仏
経
簡
取
要
略
、
張
改
文
句
迴
換
仏
語（
ひ
そ
か
に
仏
経（
の
内
容
）を
盗
ん
で
要
略
を
選
び
、
文
章
を
改
変
し
て

展
開
さ
せ
た
り
仏
教
用
語
を
替
え
た
り
す
る
）」（
七
〇
三
中
）と
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
教
の「
祭
醮
」の
供
物
の
変
更
も
仏
教
へ
の
模
倣
で

あ
る
と
、
道
世
は
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
実
際
は
、
必
ず
し
も
道
世
の
認
識
通
り
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
確
か

に
、
張
萬
福
の『
醮
三
洞
真
文
五
法
正
一
盟
威
籙
立
成
儀
』（『
正
統
道
蔵
』第
八
七
八
冊
所
収
）に
は「
凡
醮
者
、
所
以
薦
誠
於
天
地
、
祈
福

於
冥
霊
。
…
…
世
人
心
昧
、
不
睹
精
微
。
即
云
酒
脯
、
但
生
不
信
。
且
道
法
清
虚
、
特
忌
殗
穢（
醮
と
い
う
の
は
、
誠
意
を
天
地
に
捧
げ
、

精
霊
に
幸
福
を
祈
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
世
の
人
々
は
心
が
蒙
昧
で
、精
緻
に
物
事
を
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
ち
に
酒
と
干
し
肉
と
言
っ
て
、

（
酒
と
干
し
肉
を
用
い
な
い
も
の
を
）信
じ
な
い
。
ま
た
道
法
は
清
ら
か
で
虚
ろ
な
も
の
で
あ
り
、
特
に
不
潔
な
も
の
を
忌
み
嫌
う
）」（
一

a
～
一
b
）
と
あ
り
、
世
俗
的
な
供
物
と
道
教
の
供
物
に
つ
い
て
対
比
し
な
が
ら
述
べ
て
お
り
、
時
期
的
に
も
内
容
的
に
も
道
世
の
言

葉
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
六
朝
末
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る『
正
一
威
儀
経
』（『
正
統
道
蔵
』第
五
六
四
冊
所
収
）一
七
に
は「
醮
者
、

祈
天
地
神
霊
之
享
也
。
亦
有
多
種
。
所
有
餅
果
、
並
須
清
潔
。
不
得
肉
脯
葷
穢
。
天
官
不
祐（
醮
と
い
う
の
は
、
天
地
の
神
霊
に（
祭
祀
を
）

受
け
て
も
ら
え
る
よ
う
に
祈
願
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
多
種
多
様
で
あ
る
。
す
べ
て
の
餅
と
果
物
は
、
い
ず
れ
も
清
潔
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
肉
や
干
し
肉
な
ど
生
臭
く
不
潔
な
も
の
を
供
え
て
は
い
け
な
い
。（
そ
う
で
な
け
れ
ば
）天
の
神
は
守
り
助
け
て
く
れ
な
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い
）」（
一
四
b
）
と
あ
る
。
ま
た
、
供
物
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
四
世
紀
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
太
上
霊
宝
五
符

序
』（『
正
統
道
蔵
』第
一
八
三
冊
所
収
）一
八
巻
下
の「
醮
祝
之
儀
」（
三
b
）に
は「
肥
鳥
」（
四
b
）を
使
用
す
る
と
あ
る
一
方
、「
五
葷
之
菜
、

豬
脂
之
肴（
匂
い
の
強
い
野
菜
と
、豚
の
脂
の
入
っ
た
料
理
）」（
五
a
）を
禁
忌
と
す
る
作
法
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、斎
戒
の
例
と
な
る
が
、

前
掲『
抱
朴
子
』登
渉
篇
に
は
入
山
前
に
、
北
斗
に
向
か
っ
て
祭
祀
を
行
う
際
に「
酒
脯
」の
利
用
が
見
え
る
一
方
、「
金
丹
篇
」に
は
丹
薬
を

錬
成
す
る
た
め
に
名
山
に
入
り
、「
斎
戒
百
日
、
不
食
五
辛
生
魚
、
不
与
俗
人
相
見（
百
日
の
斎
戒
を
行
う
こ
と
に
加
え
、
匂
い
の
強
い
野

菜
と
生
魚
を
食
べ
ず
、
俗
人
に
も
会
わ
な
い
）」と
い
う
作
法
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
肉
類
を
完
全
に
排
除
し
た
と
は
言
え
ず
、
儀
式
の
種

類
に
も
よ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
道
教
で
も
早
く
か
ら
血
食
に
つ
い
て
否
定
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
一
九
。 

（
一
）
棗 

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
道
世
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
干
棗
」
で
あ
る
。
棗
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
でkuvala

ま
た
は

badara

で
あ
り
、
仏
典
に
も
見
ら
れ
る
が
、
教
義
の
説
明
よ
り
は
、
む
し
ろ
大
小
の
対
比
に
お
け
る
小
さ
な
も
の
の
例
と
し
て
用

い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
二
〇
。
一
方
で
、
中
国
撰
述
の
資
料
に
は
し
ば
し
ば
棗
と
神
仙
と
の
関
わ
り
が
述
べ
ら

れ
る
二
一
。『
史
記
』
孝
武
本
紀
に
は
、
方
士
の
李
少
君
の
言
葉
と
し
て
「
臣
嘗
游
海
上
、
見
安
期
生
。
食
臣
棗
、
大
如
瓜
（
わ
た
く
し

は
か
つ
て
海
に
出
か
け
、
安
期
生
と
い
う
仙
人
に
出
会
い
ま
し
た
。（
安
期
生
が
）
わ
た
く
し
に
棗
を
食
べ
さ
せ
ま
し
た
が
、（
そ

の
棗
の
）
大
き
さ
は
瓜
の
よ
う
で
し
た
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
二
二
。
ま
た
同
じ
孝
武
本
紀
に
は
、
武
帝
（
在
位
前
一
四
一
～
前
八
七
） 

が
甘
泉
宮
で「
泰
一（
太
一
）」を
祭
る
際
に
、
雍（
陝
西
省
鳳
翔
西
南
）で
五
畤
の
う
ち
の
一
畤（
南
朝
宋
の
裴
駰『
史
記
集
解
』所
引
三
国
の

魏
の
孟
康
の
説
に
よ
れ
ば
、「
畤
」と
は
神
霊
の
居
る
と
こ
ろ
）の
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
供
物
に「
醴
棗
脯
之
属（
醴
・
棗
・
脯
の
類
の
も
の
）」

を
追
加
し
た
と
あ
り
、「
僊
人
二
三
可
見
、
而
上
往
常
遽
、
以
故
不
見
。
今
陛
下
可
為
観
如
緱
氏
城
、
置
脯
棗
、
神
人
宜
可
致
。
且
僊
人
好



― 17 ―

隋唐期道教祭醮と密教星供の供物

楼
居（
僊
人
は
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、君
主
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
時
は
い
つ
も
急
な
の
で
、会
え
な
い
の
で
す
。
今
、陛
下
は
緱
氏
城（
河

南
省
偃
師
東
南
に
所
在
）
の
よ
う
な
楼
台
を
作
り
、
干
し
肉
と
棗
を
供
え
れ
ば
、
神
人
を
招
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
仙

人
は
高
楼
に
住
む
の
を
好
む
の
で
す
）」と
い
う
公
孫
卿
の
進
言
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
漢
代
か
ら
神
仙
を
祭
る
際
に
棗
が
利
用
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
棗
を
利
用
す
る
理
由
に
つ
い
て
、「
臣
に
棗
を
食
ら
は
し
む
」や「
神
人
宜
し
く
致
す
べ
し
」と
い
っ
た
方
士
達

の
言
葉
か
ら
、
お
そ
ら
く
棗
は
神
仙
の
好
物
と
い
う
普
遍
的
な
認
識
の
も
と
で
、
神
仙
を
降
臨
さ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
銘
文
を
持
つ
複
数
の
古
鏡
に
も
確
認
で
き
る
。
京
都
大
学「
中
国
古
鏡
の
研
究
」班
は
、
紀
元
前
一

世
紀
後
葉
か
ら
一
世
紀
前
葉
頃
の
製
作
と
推
定
さ
れ
る
、
計
五
十
四
種
の
古
鏡
の
銘
文
に
訳
注
を
施
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
三
つ
の
古

鏡
の
銘
文
中
に
は「
上
有
仙
人
不
知
老
。
渇
飲
玉
泉
飢
食
棗（（
鏡
の
）上
に
は
老
い
を
知
ら
な
い
仙
人
が
居
る
。
喉
が
渇
け
ば
玉
泉
を
飲
み
、

腹
が
空
け
ば
棗
を
食
す
）」「
上
有
山（
仙
の
省
字
）人
不
知
老
。
渇
飮
澧
泉
飢
食
棗（（
鏡
の
）上
に
は
老
い
を
知
ら
な
い
仙
人
が
居
る
。
喉

が
渇
け
ば
澧
泉（
醴
泉
）を
飲
み
、
腹
が
空
け
ば
棗
を
食
す
）」と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
二
四
。
な
お
三
か
ら
四
世
紀
頃
の
造
営
と
さ
れ
る
、

日
本
の
古
墳
か
ら
出
土
し
た
数
多
く
の
三
角
縁
神
獣
鏡
に
も「（
東
王
父
と
西
王
母
が
）曷
食
玉
泉
飢
食
棗
」「（
仙
人
の
王
喬
と
赤
松
子
が
）

渇
飮
玉
泉
飢
食
棗
」「（
東
王
父
と
西
王
母
、
そ
し
て
仙
人
の
王
喬
と
赤
松
子
が
）渇
飮
玉
泉
飢
食
棗
」「（
東
王
父
と
西
王
母
が
）渇
飮
玉
飢

食
棗
」「（
東
王
父
と
西
王
母
が
）渇
飮
玉

飢
食
棗
」な
ど
、
漢
鏡
と
類
似
す
る
銘
文
が
見
ら
れ
る
二
五
。 

　

こ
の
よ
う
に
、
前
漢
時
代
以
来
、
棗
と
仙
人
は
強
く
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
鏡
銘
に「
老
を
知
ら
ず
」な
ど
不
老
長
寿
の
意
味

を
持
つ
記
述
と
同
時
に
現
れ
る
こ
と
は
、
仙
薬
と
し
て
の
棗
が
注
目
さ
れ
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。
道
世
は『
法
苑
珠
林
』に
お
い
て
道
教

の
供
物
は
仏
教
へ
の
模
倣
と
認
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
中
国
で
は
早
く
か
ら
神
仙
と
棗
と
の
関
係
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、
祭
祀
に

お
い
て
も
棗
が
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

　
『
史
記
』に
は
供
物
と
し
て
の
棗
の
形
態
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
道
世
の
い
う「
干
棗
」は
、
乾
燥
し
て
加
工
さ
れ
た
棗
で
あ
ろ
う
。
興
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味
深
い
の
は
、
密
教
星
供
に
言
及
す
る
中
国
の
現
存
資
料
は
少
な
い
が
、
中
世
日
本
の
密
教
書
に
は「
干
棗
」が
星
供
の
供
物
と
し
て
散
見

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
称
名
寺（
神
奈
川
県
横
浜
市
金
沢
区
）所
蔵「
称
名
寺
聖
教
」の
う
ち
、「
北
斗
護
摩
私
記
」（
二
九
二
函
―

五
八
）に「
干
棗
七
坏
」と
あ
り
、「
本
命
星
供
」（
三
一
九
函
―
八
六
）に「
菓
子
干
棗
」と
あ
る
。
ま
た「
尊
星
王
法
」（
四
九
〇
函
―
一
―

一
三
）に「
菓
子
用
干
棗（
菓
子
は
干
し
棗
を
使
う
）」と
あ
り
、
さ
ら
に「
秘
抄
第
十
四
」（
一
二
四
函
―
一
―
一
三
）に
見
え
る「
菓
子
」に
は

「
専
用
干
棗（
専
ら
干
し
棗
を
使
う
）」と
い
う
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
。
管
見
で
は
、「
銭
」「
茶
」「
菓
」が
密
教
星
供
に
一
般
に
用
い
ら
れ

る
供
物
で
あ
る
二
六
。「
専
ら
干
棗
を
用
ふ
」と
い
う
の
は
、「
菓
子（
菓
）」は「
干
棗
」で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
干
棗
」

を
供
物
と
し
て
利
用
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
右
に
挙
げ
た「
尊
星
王
法
」の「
菓
子
干
棗
を
用
ふ
」の
次
に「
意
延
命
物
歟
。
天
仙
愛
楽
物
也
。

昔
劫
初
天
人
来
下
人
間
食
棗（（
棗
は
）命
を
延
ば
す
も
の
と
い
う
意
味
か
。（
棗
は
）天
仙
の
愛
し
嗜
む
も
の
で
あ
る
。
昔
、
こ
の
世
の
初

め
、
天
人
が
人
間
世
界
に
降
り
て
棗
を
食
し
た
）」と
記
さ
れ
て
い
る
。「
尊
星
王
法
」に
見
え
る「（
棗
は
）天
仙
の
愛
し
楽
し
む
物
」と
い
う

記
述
は
、
前
掲
『
史
記
』
孝
武
本
紀
に
言
及
さ
れ
る
神
仙
を
降
臨
さ
せ
る
た
め
に
棗
を
利
用
す
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
、「
天
人
、
人
間
に
来

下
す
」と
い
う
の
も『
史
記
』に
見
え
る「
僊
人
、
楼
居
を
好
む
」と
い
う
高
所
を
好
む
特
徴
や
昇
天
す
る
と
い
う
早
期
の
仙
人
に
つ
い
て
の

認
識
二
七
と
類
似
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、密
教
星
供
に
用
い
ら
れ
る
棗
は
、漢
代
以
来
の
祭
祀
に
お
け
る
棗
と
類
似
す
る
性
質
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
と
、
密
教
書
で
は
茶
は
仙
人
が
愛
飲
す
る
仙
薬
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
二
八
を
考
え
る
と
、
漢
代
の
鏡
銘
に
よ
く
見
ら
れ
る

仙
人
の
飲
食（
玉
泉
と
棗
）と
唐
代
の
文
化
を
受
容
し
た
密
教
星
供
で
用
い
ら
れ
る
供
物（
仙
人
が
服
用
す
る
茶
と
棗
）、
な
い
し
は
初
唐
期

の
道
世
が
述
べ
る
道
教「
祭
醮
」の
供
物（「
干
棗
」と「
香
水
」）と
が
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
る
と
喫
茶
文
化
が
盛

ん
に
な
る
と
と
も
に
、
漢
代
の
仙
人
の
飲
食
で
あ
る
玉
泉
と
棗
が
次
第
に
茶
と
棗
に
変
化
し
、
仙
人
へ
の
供
物
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
後
詳
細
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。 
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（
二
）
香
水 

　

続
い
て
道
世
が
述
べ
る「
香
水
」に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
道
世
が
い
う
道
教
の「
祭
醮
」に
お
け
る
供
物
の
変
更
が
仏

教
へ
の
模
倣
で
あ
れ
ば
、「
今
、
新
た
に
改
め
て
干
棗
香
水
を
安
ん
ず
」に
見
え
る「
香
水
」と
い
う
の
も
、
仏
教
儀
礼
で
使
用
さ
れ
て
い
た

も
の
と
な
る
。
そ
も
そ
も
、
中
国
で
は
香
を
産
出
し
て
い
な
い
た
め
、
香
あ
る
い
は
香
を
原
材
料
と
し
て
作
ら
れ
た
香
水
の
使
用
は
、
仏

教
に
由
来
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
二
九
。
仏
教
の
「
香
水
」
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語gandha-vāri

の
訳
で
、
諸
種
の
香
を
混
合

し
て
作
ら
れ
る
香
気
の
あ
る
浄
水
の
こ
と
を
指
す
。
地
婆
訶
羅（
六
一
三
～
六
八
七
）が
訳
し
た『
方
広
大
荘
厳
経
』（『
大
正
蔵
』巻
三
所
収
）

巻
三「
誕
生
品
第
七
」に「
梵
釈
諸
天
等
在
於
虚
空
中
、
以
手
捧
香
水
潅
洒
於
菩
薩
。
龍
王
下
二
水
、
冷
煖
極
調
和
。
諸
天
以
香
水
、
洗
浴

於
菩
薩
（
梵
天
・
帝
釈
天
を
は
じ
め
と
す
る
諸
天
な
ど
は
空
中
に
お
り
、
手
で
持
っ
た
香
水
を
菩
薩
に
注
ぐ
。
竜
王
が
二
水
を
下
し
、
た

い
へ
ん
良
い
温
度
に
調
和
さ
れ
る
。
諸
天
は
香
水
を
使
っ
て
、
菩
薩
を
清
ら
か
に
す
る
）」（
五
五
四
下
）
と
あ
る
よ
う
に
、
香
水
は
身
体

や
諸
物
を
清
め
る
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
三
〇
。
密
教
で
も
、
香
水
は
物
を
清
め
る
も
の
と
し
て
多
用
さ
れ
る
。
一
行
の

『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
経
疏
』（『
大
正
蔵
』巻
三
九
所
収
）巻
五「
入
漫
荼
羅
具
縁
品
之
余
」に「
凡
作
綖
、
当
択
上
好
細
具
縷
、
香
水
洗
之
極
令

清
浄
（
一
般
に
五
色
糸
を
作
る
際
に
は
、
上
等
か
つ
細
い
糸
を
選
び
、
香
水
で
洗
い
、
極
め
て
清
浄
な
状
態
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）」

（
六
二
七
上
）と
あ
る
の
が
、
香
水
の
効
能
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。 

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
今
、
新
た
に
改
め
て
干
棗
香
水
を
安
ん
ず
」と
い
う
記
述
に
お
い
て
、「
干
棗
」が「
鹿
脯
」、「
香
水
」が「
清

酒
」に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り「
香
水
」は
、「
清
酒
」と
同
じ
飲
料
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
、
道
世
は
道
教「
祭
醮
」の

祭
壇
に
置
か
れ
る
、
あ
る
種
の
飲
料
を「
香
水
」と
称
す
る
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
仏
典
で
は
香
水
を
飲
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
三
一
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
隋
唐
期
に
代
表
的
な「
醮
」は
星
宿
を
祭
る
儀
礼
と
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
道
教
文
化
を
受
容
し
、
ま
た
道
教
の「
醮
」と
目
的（
息
災
延
命
）の
類
似
が
見
ら
れ
る
密
教
星
供
に
関
係
す
る
資
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料
が
参
考
と
な
る
。
密
教
星
供
に
お
け
る
共
通
の
供
物
は
、「
銭
」「
茶
」「
菓
」で
あ
る
。「
菓
」は「
干
棗
」を
指
す
場
合
が
多
い
の
で
、
飲

料
と
な
る
も
の
は「
茶
」で
あ
る
。
道
世
が
い
う「
香
水
」は
直
ち
に
茶
の
こ
と
を
指
す
と
断
言
で
き
な
い
が
、
道
教
で
は
茶
を
供
物
と
し
て

利
用
す
る
こ
と
が
あ
る
三
二
し
、
ま
た
茶
に
は「
香
水
」の
特
徴
を
持
つ
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
茶
の
異
名
で
あ
る「
茗
」に
つ
い
て
、
常
璩

（
？
～
三
六
一
）の『
華
陽
国
志
』巻
一「
巴
志
」に
は「
香
茗
」、『
太
平
御
覧
』巻
八
六
七「
飲
食
部
・
茗
」所
引『
桐
君
録
』や
任
昉（
四
六
〇
～

五
〇
八
）の『
述
異
記
』（『
漢
魏
叢
書
』所
収
）巻
上
に
も「
真
香
茗
」と
い
う
語
が
見
え
て
い
る
三
三
。
ま
た
文
学
作
品
に
は
、
陸
羽（
七
三
三

～
八
〇
四
）の『
茶
経
』三
四
巻
下「
七
之
事
」所
引
西
晋
・
張
載（
字
は
孟
陽
）の「
登
成
都
楼
詩
」に「
芳
茶
冠
六
清（
香
り
高
い
茶
は
全
て
の
飲

料
の
中
で
最
も
よ
い
も
の
で
あ
る
）」と
あ
り
、時
代
が
下
っ
て
顔
真
卿（
七
〇
九
～
七
八
五
）ら
六
人
に
よ
る「
月
夜
啜
茶
聯
句
」（『
全
唐
詩
』

巻
七
八
八
所
収
）が
茶
に
つ
い
て「
芳
気
満
間
軒（
芳
し
い
匂
い
は
静
か
な
室
内
に
充
満
す
る
）」と
詠
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
三
五
。 

　

右
の
例
証
だ
け
で
な
く
、
道
世
が
い
う「
清
酒
」に
替
え
ら
れ
た「
香
水
」は
茶
だ
と
考
え
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
中
国
で
は

酒
と
茶
の
飲
料
と
し
て
の
性
質
の
類
似
が
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
三
国
志
』呉
書
・
韋
曜
伝
に
は
孫
晧
が
酒

を
多
く
飲
め
な
い
韋
曜
に「
茶

」を
賜
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
晩
唐
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る「
茶
酒
論
」も
茶
と
酒
と
の
対

比
を
為
す
戯
作
文
学
と
し
て
名
高
い
。ま
た
、日
本
撰
述
資
料
な
が
ら
、中
国
の
宗
教
儀
礼
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る『
大

黒
天
神
法
』（『
大
正
蔵
』巻
二
一
所
収
）に
は
、大
黒
天
を
供
養
す
る
際
、酒
が
な
け
れ
ば
茶
を
代
用
品
と
す
る
と
記
載
さ
れ
て
お
り（
三
五
七

上
）、
類
似
す
る
記
述
は
称
名
寺
所
蔵「
題
未
詳
聖
教
」に
も
確
認
で
き
る
三
六
。 

　

道
世
が
い
う「
香
水
」の
背
景
に
は
仏
教
儀
礼
、
な
い
し
は
古
代
イ
ン
ド
の
文
化
が
あ
る
こ
と
は
推
測
で
き
る
が
、「
香
水
」が
茶
で
あ
れ

ば
、
道
世
が「
茶
」と
表
記
し
な
い
理
由
と
し
て
、
仏
教
の
優
越
を
強
調
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
在
の
我
々
が
飲
用
す
る「
茶
」と
称
さ
れ

る
も
の
の
名
称
が
固
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
右
に
も
少
し
触
れ
た
が
、
茶
に
は
複
数
の
異
名
が
あ
り
三
七
、

早
い
時
期
の
例
と
し
て
は
、
陶
弘
景
が『
真
誥
』（『
正
統
道
蔵
』第
六
三
七
～
六
四
〇
冊
所
収
）巻
一
八「
握
真
輔
第
二
」の「
茶（
荼
か
三
八
）
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一
簿
」
に
つ
い
て
「
茶
一
簿
、
未
正
可
解
。
当
為
寄
与
掾
也
。
茶
則
是
茗
、
掾
患
淡
飲
所
須
、
兼
亦
以
少
寐
也
（「
茶
一
簿
」
に
つ
い
て
は
、

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
許
掾
に
送
る
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
茶
と
は
茗
の
こ
と
で
、
許
掾
は
淡
飲（
痰
飲
）と
い
う
病
を
患
っ
て
茗
を
必
要
と

し
て
お
り
、ま
た
そ
れ
で
睡
眠
を
少
な
く
し
て
い
た
）」（
二
b
～
三
a
）と
言
い
、『
神
農
本
草
経
集
注
』に
見
え
る「
苦
菜
」に
つ
い
て「
疑

此
即
是
今
茗
。
茗
一
名
荼
（
恐
ら
く
こ
れ
は
今
で
い
う
茗
で
あ
ろ
う
。
茗
は
ま
た
荼
と
も
い
う
）」
と
称
し
て
お
り
、
六
朝
時
代
に
お
け
る

茶
の
正
体
の
把
握
し
難
さ
、
お
よ
び
そ
の
名
称
の
混
乱
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
状
況
は
、
中
唐
期（
七
六
六
～
八
二
六
）ま
で
続
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
顧
炎
武
の
考
察
に
よ
れ
ば
、「
茶
」
と
い
う
字
は
中
唐
期
以
降
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
三
九
の
で
、
道
世
の
い
る
初
唐
期
の

茶
は
、
複
数
の
異
名
で
表
記
さ
れ
て
お
り
、
特
に
苦
菜
と
茶
と
の
区
別
が
困
難
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
四
〇
。 

　

以
上
の
よ
う
に
、
茶
の
匂
い
が
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ
る
こ
と
、
茶
の
飲
料
と
し
て
の
性
格
、
中
唐
期
以
前
の
茶
と
い
う
も
の
の
名
称
の

混
乱
か
ら
、
道
世
が
い
う「
香
水
」は
、
茶
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
逆
に
こ
の
点
か
ら
、
道
世
の
時
代
で
は
仏
教
が
茶
を「
香

水
」と
称
し
、
茶
が
香
水
と
同
じ
効
能
を
持
つ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
四
一
。 

（
三
）『
七
曜
星
辰
別
行
法
』
に
記
さ
れ
る
供
物 

　

道
世
が
述
べ
る「
鹿
脯
清
酒
」か
ら「
干
棗
香
水
」へ
の
道
教「
祭
醮
」に
お
け
る
供
物
の
変
化
は
、
仏
教
の
優
越
を
強
調
す
る
意
図
の
反
映

で
あ
り
、
ま
た
道
教
経
典
や
正
史
の
実
例
か
ら
見
れ
ば
、
確
実
に
仏
教
へ
の
模
倣
と
は
言
い
き
れ
な
い
が
、
前
掲
張
萬
福
の
『
醮
三
洞
真

文
五
法
正
一
盟
威
籙
立
成
儀
』の「
世
人
の
心
は
昧
く
し
て
、
精
微
を
睹
ず
。
即
ち
酒
脯
を
云
ひ
、
但
だ
不
信
を
生
ず
る
の
み
。
且
つ
道
法

は
清
虚
に
し
て
、
特
に
殗
穢
を
忌
む
」
と
い
う
記
述
か
ら
考
え
る
と
、
唐
代
前
半
期
の
道
教
に
は
血
食
批
判
の
傾
向
は
確
実
に
あ
っ
た
と

言
え
る
。
こ
の
傾
向
と
、
密
教
星
供
に
お
け
る
代
表
的
な
供
物
が
茶
と
干
し
棗
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
い
く
と
、
注
目
し
た
い
の

は
、一
行
に
仮
託
し
て
作
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
密
教
書『
七
曜
星
辰
別
行
法
』（『
大
正
蔵
』巻
二
一
所
収
）で
あ
る
。『
七
曜
星
辰
別
行
法
』は
、
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承
和
十
四
年（
八
四
七
）に
恵
運（
七
九
八
～
八
六
九
）に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
た
の
で
、
お
お
よ
そ
一
行
が
活
躍
し
た
開
元
年
間
前
半
期
か
ら

承
和
十
四
年
の
間
に
は
成
立
し
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。『
七
曜
星
辰
別
行
法
』に
は
、「
行
病
鬼
王
」を
管
轄
す
る
二
十
八
宿
と
辰
星
、
文

星
計
三
十
星
の
祭
祀
法
が
記
さ
れ
て
お
り
、
星
宿
に「
紙
銭
・
清
酒
」（
四
五
三
下
）、
井
宿
に「
紙
銭
・
煎
じ
た
好
い
茶
）」（
四
五
四
下
～

四
五
五
上
）、
鬼
宿
に
「
仏
香
・
紙
銭
・
煎
じ
た
好
い
茶
」（
四
五
五
上
）
を
捧
げ
る
ほ
か
、
す
べ
て
の
星
宿
に
干
し
肉
四
二
と
酒
を
捧
げ
る

と
記
さ
れ
て
い
る
。
井
宿
と
鬼
宿
以
外
の
す
べ
て
の
星
宿
に
干
し
肉
と
酒
を
捧
げ
る
こ
と
は
、
道
世
が
述
べ
る「
旧
時
」の
道
教
の「
祭
醮
」

で「
鹿
脯
清
酒
」を
利
用
す
る
こ
と
と
一
致
し
、
茶
は「
香
水
」で
あ
る
場
合
、
井
宿
と
鬼
宿
の
祭
祀
は「
今
」、
す
な
わ
ち
初
唐
期
の
道
教「
祭

醮
」に
多
用
さ
れ
る
供
物
を
取
り
入
れ
た
こ
と
に
な
る
。 

　

井
宿
と
鬼
宿
に
の
み
茶
を
用
い
る
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
唐
末
以
前
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
太
上
元
始
天
尊
説
北
帝
伏
魔
神

呪
妙
経
』（『
正
統
道
蔵
』第
一
〇
五
三
～
一
〇
五
四
冊
所
収
）四
三
巻
三「
鄷
都
戮
鬼
品
」が
参
考
と
な
る
。
ま
ず『
七
曜
星
辰
別
行
法
』に
見

え
る「
行
病
鬼
王
」を
管
轄
す
る
多
く
の
星
宿（
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
星
宿
を
統
率
す
る
の
は「
七
曜
四
四
」と
さ
れ
て
い
る
。）に
干
し
肉
と
酒
を

捧
げ
る
点
は
、
同
じ
く「
鬼
」の
退
治
に
つ
い
て
述
べ
る「
鄷
都
戮
鬼
品
」巻
三
の
末
尾
の
祭
祀
法（
北
斗
七
星
を
祭
る
祭
壇
と
さ
れ
る「
七
元

壇
四
五
」に「
酒
脯
」を
置
く
こ
と（
二
四
b
））と
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
別
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に「
鄷
都
戮
鬼
品
」に
は
星
宿
名
を
冠
す

る
符
が
多
く
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
の「
井
星
符
」と「
鬼
星
符
」は「
一
切
腫
病
」「
水
腫
」を
治
癒
す
る
効
力
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る

（
一
四
b
）四
六
。「
腫
」は
、
よ
く「
瘡
」と
と
も
に「
瘡
腫
」と
い
う
熟
語
と
し
て
文
献
に
現
れ
る
。『
旧
唐
書
』職
官
志
に
よ
れ
ば
、
唐
代
太

常
寺
の「
諸
薬
医
博
士
」は「
医
術
」の
教
授
を
司
っ
て
お
り
、
注
で
は「
医
術
」は「
体
療
」「
瘡
腫
」「
少
小
」「
耳
目
口
歯
」「
角
法
」と
い
う

五
部
門
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は「
瘡
腫
」が
熟
語
と
し
て
登
場
す
る
一
例
で
あ
る
と
同
時
に
、「
瘡
腫
」は
一
つ
の
疾
病
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
そ
も
そ
も
、「
瘡
」も「
腫
」も
人
体
に
つ
い
た
き
ず
を
指
す
。『
周
礼
』天
官
・
冢
宰
下
に
見
え

る「
腫
瘍
」に
つ
い
て
、
鄭
玄
は「
腫
瘍
、
癕
而
上
生
創
者（
腫
瘍
と
は
、
腫
れ
物
に
き
ず
が
生
じ
る
も
の
で
あ
る
）」と
注
を
付
け
て
お
り
、
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「
創
」は「
瘡
」の
異
体
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
四
七
こ
と
か
ら
、「
瘡
」と「
腫
」は
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な「
瘡
」

と「
腫
」と
の
関
係
性
に
加
え
、「
瘡
腫
」が
一
つ
の
疾
病
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
認
識
さ
れ
る
場
合
、「
瘡
」の
治
療
薬
と
し
て
よ
く
知
ら
れ

る
茶
四
八
が
連
想
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。『
七
曜
星
辰
別
行
法
』の
井
宿
と
鬼
宿
に
関
す
る
記
述
に
は「
一
切
腫
病
」「
水
腫
」が
見
当

た
ら
な
い
が
、
多
く
の
星
宿
に
酒
と
干
し
肉
を
捧
げ
る
の
に
対
し
て
、
井
宿
と
鬼
宿
に
だ
け
茶
を
供
物
と
し
て
捧
げ
る
こ
と
は
、
井
宿
と

鬼
宿
の
そ
の
他
の
星
宿
と
異
な
る
性
格
、
ひ
い
て
は
茶
の
干
し
肉
と
酒
と
の
異
な
る
性
格
を
よ
り
鮮
明
に
現
わ
し
、『
太
上
元
始
天
尊
説

北
帝
伏
魔
神
呪
妙
経
』に
見
え
る
道
教
思
想
と
の
類
似
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

　
「
鄷
都
戮
鬼
品
」に
は
茶
の
利
用
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
七
世
紀
後
半
の
道
世
お
よ
び
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
張
萬
福
が
示
す

道
教
の「
醮
」の
新
傾
向
、
す
な
わ
ち
酒
と
干
し
肉
の
利
用
を
批
判
す
る
傾
向
と
を
勘
案
す
る
と
、
従
来
か
ら
の『
七
曜
星
辰
別
行
法
』は
道

教
文
化
の
影
響
の
も
と
で
生
ま
れ
た
密
教
書
と
い
う
指
摘
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
祭
祀
法
が
、
初
唐
期
以
来
注
目
さ
れ
た
道
教
の「
醮
」の

新
た
な
風
潮
の
影
響
を
受
け
た
道
教
経
典
を
加
味
し
て
考
案
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
一
行
に
仮
託
し
て
製
作
さ

れ
た『
梵
天
火
羅
九
曜
』附「
葛
仙
公
礼
北
斗
法
」（『
大
正
蔵
』巻
二
一
所
収
）と
い
う
中
国
密
教
星
供
の
資
料
を
は
じ
め
、
日
本
に
伝
わ
る

密
教
星
供
を
記
す
資
料
群
に
は
干
し
肉
と
酒
の
利
用
が
記
さ
れ
ず
四
九
、「
銭
」「
茶
」「
菓
」が
主
要
な
供
物
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
七

曜
星
辰
別
行
法
』
は
隋
唐
期
の
道
教
文
化
を
考
察
す
る
手
が
か
り
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
密
教
星
供
に
用
い
ら
れ
る
供
物
が
定
型
化
す

る
以
前
の
様
相
も
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

　
　
　
　

お
わ
り
に 

　

道
教
は
、
イ
ン
ド
か
ら
伝
来
し
た
仏
教
に
様
々
に
影
響
を
受
け
て
そ
の
内
容
が
次
第
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
方
、
同
じ
く
イ
ン
ド
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に
起
源
を
持
つ
密
教
は
、
道
教
な
ど
中
国
固
有
の
思
想
文
化
を
受
容
し
て
成
育
し
て
か
ら
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
宗
教
と
宗
教
と

の
交
渉
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
道
教
の「
醮
」と
密
教
星
供
の
儀
礼
の
部
分
に
注
目
し
て
考
察
を
行
っ
た
。

　

道
教
の「
醮
」の
対
象
は
様
々
で
あ
る
が
、
初
唐
期
ま
で
は
星
宿
を
祭
る「
醮
」が
代
表
的
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
星
宿

を
祭
る「
醮
」の
供
物
は
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
初
唐
期
は
、
干
し
肉
と
酒
か
ら
、
干
し
棗
と「
香
水
」と
称
さ
れ
る
も
の
に
変
わ
っ
て
い
く

傾
向
に
あ
っ
た
。
干
し
棗
の
利
用
は
、
神
仙
思
想
を
吸
収
し
た
中
国
古
代
の
祭
祀
儀
礼
と
一
致
し
、
密
教
書
に
も
干
し
棗
に
つ
い
て
神
仙

思
想
に
富
む
記
述
が
確
認
で
き
る
。「
香
水
」に
つ
い
て
、
密
教
星
供
で
は
銭
・
茶
・
菓（
干
し
棗
）を
供
物
と
し
て
多
用
す
る
こ
と
、
茶
の

香
り
を
持
つ
飲
料
と
し
て
の
性
格
、
中
唐
期
ま
で
続
い
て
い
た
茶
の
名
称
の
混
乱
な
ど
と
併
せ
て
考
察
す
る
と
、「
香
水
」は
茶
を
指
す
と

考
え
ら
れ
る
。

　

干
し
棗
と
、
茶
と
見
ら
れ
る「
香
水
」が
供
物
と
し
て
一
組
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
初
唐
期
ま
で
道
教
の「
醮
」に
は
星
宿
の
信
仰
が
大
き

な
割
合
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
星
供
を
記
す
密
教
書
に
、
初
唐
期
道
教
の「
醮
」に
お
け
る
供
物
の
変
化
と
の
類
似
が

見
ら
れ
る
点
は
、
非
常
に
興
味
深
い
。
一
行
に
仮
託
さ
れ
た『
七
曜
星
辰
別
行
法
』の
供
物
の
ほ
と
ん
ど
は
、
早
期
道
教
の「
醮
」に
も
よ
く

用
い
ら
れ
る
干
し
肉
と
酒
で
あ
り
、
ご
く
一
部
の
星
宿
へ
の
供
物
が
茶
で
あ
る
。
現
在
伝
わ
る
星
供
の
次
第
を
記
す
密
教
書
に
は
酒
と
干

し
肉
の
利
用
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
茶
と
干
し
棗
を
多
用
す
る
た
め
、『
七
曜
星
辰
別
行
法
』は
、
干
し
肉
と
酒
か
ら
干
し
棗
と
茶
に
切

り
替
わ
っ
て
い
く
段
階
に
形
成
し
た
道
教
文
化
を
間
接
的
に
受
容
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
は
、
密
教
星
供
示
す
も
の
と
し
て
、

ま
た
道
教
の「
醮
」と
密
教
星
供
の
交
渉
状
況
を
解
明
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
注
目
に
値
す
る
一
書
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

注一 

後
に
取
り
上
げ
る
闍
那
崛
多（
五
二
三
～
？
）訳『
仏
本
行
集
経
』（『
大
正
蔵
』巻
三
所
収
）も
そ
う
で
あ
る
し
、
後
秦
・
仏
陀
耶
舎
と
竺
仏
念
共
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訳
の『
長
阿
含
経
』（『
大
正
蔵
』巻
一
所
収
。
一
四
七
下
）、
不
空（
七
〇
五
～
七
七
四
）訳『
仏
母
大
孔
雀
明
王
経
』（『
大
正
蔵
』巻
十
九
所
収
。

四
三
六
下
・
四
三
七
上
）な
ど
の
漢
訳
仏
典
に
も「
星
宿
天
」と
い
う
訳
語
が
見
え
て
お
り
、
星
宿
が「
天
」に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

二 

中
村
元
等
編『
岩
波 

仏
教
辞
典 

第
二
版
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）七
三
三
～
七
三
四
頁
を
参
照
。

三 

例
え
ば
、
長
部
和
雄「
唐
代
の
後
期
密
教
―
―
唐
代
密
教
の
中
国
的
性
格
」（
同
氏『
唐
宋
密
教
史
論
考
』所
収
、
神
戸
女
子
大
学
東
西
文
化
研
究

所
、
一
九
八
二
年
）、
山
下
克
明「
平
安
時
代
に
お
け
る
密
教
星
辰
供
の
成
立
と
道
教
」（『
日
本
史
研
究
』第
三
一
二
号
、
一
九
八
八
年
）、
蕭
登

福『
道
教
星
斗
符
印
与
仏
教
密
宗
』（
新
文
豊
出
版
公
司
、
一
九
九
三
年
）、
田
中
文
雄「
星
と
密
教 

北
斗
七
星
へ
の
信
仰
」（
高
橋
尚
夫
等
編『
初

期
密
教 

思
想
・
信
仰
・
文
化
』
所
収
、
春
秋
社
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。
た
だ
、
密
教
星
供
に
多
用
さ
れ
る
茶
な
ど
の
供
物
に
注
目
し

て
道
教
儀
礼
と
併
せ
て
考
察
す
る
も
の
は
少
な
い
、
と
い
う
現
状
で
あ
る
。

四 

拙
稿「
宗
教
儀
礼
に
お
け
る
茶
―
道
教
・
密
教
の
星
辰
崇
拝
を
通
し
て
―
」（『
名
古
屋
大
学
中
国
哲
学
論
集
』第
十
四
号
、
二
〇
一
五
年
。
の
ち
、

博
士
学
位
論
文
に
加
筆
収
録
）を
参
照
。

五 

拙
稿「「
称
名
寺
聖
教
」か
ら
見
る
密
教
星
供
と
唐
宋
期
の
喫
茶
文
化
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』第
三
四
七
号
、
二
〇
二
一
年
）を
参
照
。

六 

例
え
ば
、
密
教
星
供
を
記
す
日
中
の
資
料
に
、
唐
式
の
喫
茶
法（
煎
茶
法
。
茶
の
粉
末
を
湯
に
投
じ
、
煮
出
し
て
飲
む
方
法
）で
調
理
さ
れ
た
茶

の
利
用
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
が
一
つ
の
傍
証
と
な
る
。

七 

本
稿
に
お
け
る『
儀
礼
』の
現
代
語
訳
は
、
池
田
末
利『
儀
礼
Ⅰ
』（
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年
）を
参
考
に
し
て
筆
者
が
訳
出
し
た
。

八 

な
お「
醮
」の
字
義
に
つ
い
て
、
李
献
璋「
道
教
醮
儀
的
開
展
与
現
代
的
醮
―
以
台
湾
彰
化
南
瑶
宮
的
慶
成
清
醮
為
現
代
醮
例
」（
同
氏『
中
国
の

越
年
習
俗
と
信
仰
』所
収
、
泰
山
文
物
社
、
二
〇
一
八
年
）第
一
章
第
一
節
が
詳
し
く
参
考
と
な
る
。

九 

劉
枝
万『
中
国
道
教
の
祭
り
と
信
仰 

上
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
三
年
）第
二
篇
第
一
章
第
一
節
を
参
照
。

一
〇 「
道
経
序
」に
つ
い
て
、興
膳
宏「
隋
書
経
籍
志
道
経
序
の
道
教
教
理
―
特
に
無
上
秘
要
と
の
関
連
に
つ
い
て
―
」（『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』

第
三
二
号
、
一
九
九
三
年
）が
詳
し
く
参
考
と
な
る
。
氏
は「
道
経
序
」と『
無
上
秘
要
』（『
正
統
道
蔵
』第
七
六
八
～
七
七
九
冊
所
収
）と
の
関
係

か
ら
、「
道
経
」序
の
筆
者
は『
無
上
秘
要
』を
道
教
教
理
に
関
す
る
最
も
基
本
的
な
資
料
と
見
な
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
三
九
頁
を
参
照
。

氏
は
ま
た
川
合
康
三
氏
と
の
共
著『
隋
書
経
籍
志
詳
攷
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
年
）に
お
い
て
、「
道
経
序
」の「
醮
」の
部
分
に
つ
い
て
、『
雲

笈
七
籖
』（『
正
統
道
蔵
』第
六
七
七
～
七
〇
二
冊
所
収
）巻
二
五「
日
月
星
辰
部
」所
収『
北
極
七
元
紫
庭
秘
訣
』（『
正
統
道
蔵
』第
一
〇
〇
二
冊
で



― 26 ―

は『
北
帝
七
元
紫
庭
延
生
秘
訣
』と
し
て
収
録
）に
見
え
る「
醮
」に
関
す
る
記
述
と
注
を
取
り
上
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
九
四
六
頁
注
六
を
参
照
。

『
北
極
七
元
紫
庭
秘
訣
』は
三
国
の
呉
の
葛
玄
が「
太
上
」か
ら
授
か
っ
た
経
典
と
さ
れ
、
中
に
は
人
間
の
急
難
を
救
助
す
る
と
さ
れ
る「
本
命
星

君
」の
祭
祀
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お『
北
極
七
元
紫
庭
秘
訣
』と
、一
行
に
仮
託
し
た
と
さ
れ
る『
梵
天
火
羅
九
曜
』（『
大
正
蔵
』巻
二
一
所
収
）

附「
葛
仙
公
礼
北
斗
法
」に
見
え
る「
本
命
元
神
」を
祭
る
方
法
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
注
四
所
掲
拙
稿
第
二
章
を
参
照
。
ま
た
、
本
稿
所
引

『
正
統
道
蔵
』の
冊
数
は
、
上
海
涵
芬
楼
本
の
冊
数
を
指
す
。

一
一 

な
お
東
晋
・
葛
洪
の『
抱
朴
子
』勤
求
篇
に
は「
夫
長
生
制
在
大
薬
耳
、
非
祠
醮
之
所
得
也
。
昔
秦
漢
二
代
、
大
興
祈
祷
、
所
祭
太
乙
・
五
神
・
陳
宝
・

八
神
之
属
、
動
用
牛
羊
穀
帛
、
銭
費
億
万
、
了
無
所
益
（
そ
も
そ
も
長
生
き
の
方
法
は
大
薬
を
製
作
す
る
こ
と
に
あ
り
、
祭
壇
で
祈
祷
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
昔
、
秦
・
漢
の
二
代
は
大
い
に
祈
祷
を
行
い
、
太
乙（「
太
一
」「
泰
一
」と
も
い
う
）・
五
神
・
陳
宝
・

八
神
な
ど
を
祭
り
、
や
や
も
す
れ
ば
、
牛
・
羊
・
穀
・
帛
を
使
い
、
多
大
な
る
金
銭
を
費
や
し
て
い
た
が
、
有
益
な
こ
と
は
全
く
な
い
）」と
あ

る
。
葛
洪
の
言
葉
は
上
代
の「
長
生
」を
願
う「
醮
」に
対
す
る
批
判
で
は
あ
る
が
、
星
宿
の
神
格
で
あ
る「
太
一
」（
後
述
）を
祭
る
こ
と
は「
道
経

序
」に
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
代
の
儀
礼
を
継
承
し
て「
太
一
」に
不
老
不
死
の
祈
願
を
行
う
の
も
、「
道
経
序
」に
見
え
る「
醮
」の「
消

災
度
厄
」と
い
う
目
的
に
含
ま
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。

一
二 

張
萬
福
の
活
動
時
期
に
つ
い
て
は
、
丸
山
宏「
道
士
張
萬
福
と
唐
代
前
半
期
の
道
教
界
」（『
社
会
文
化
史
学
』二
二
号
、
一
九
八
六
年
）第
一
章

と
第
二
章
を
参
照
。

一
三 

松
本
浩
一「
道
教
と
宗
教
儀
礼
」（『
道
教
』第
一
巻
所
収
、平
河
出
版
社
、一
九
八
三
年
）二
一
三
～
二
一
五
頁
を
参
照
。
筆
者
も
同
じ
意
見
を
持
っ

て
い
る
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
多
種
多
様
な「
醮
」の
中
で
、
星
宿
を
祭
る「
醮
」が
隋
唐
期
の
代
表
的
な
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

一
四 

な
お
興
膳
宏
氏
が「
道
経
序
」に
記
さ
れ
る「
醮
」に
つ
い
て
述
べ
る
際
、『
弁
正
論
』の「
醮
」に
関
す
る
記
述
を
取
り
上
げ
て「
道
経
序
の
記
述
を

傍
証
し
、
ま
た
補
足
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
」と
述
べ
て
い
る
。
注
一
〇
所
掲
興
膳
論
文
、
三
五
頁
。

一
五 

劉
枝
万
氏
は『
隋
書
』の「
醮
」の
定
義
に
つ
い
て「
漢
末
、
道
教
が
教
団
と
し
て
成
立
し
た
の
ち
、
或
は
仏
教
の
影
響
に
よ
っ
て
、
儀
式
が
だ
ん

だ
ん
整
っ
て
き
た
か
ら
、そ
こ
で
こ
の
祭
星
禳
災
の
法
に
、昔
か
ら
な
じ
み
深
い「
醮
」の
名
称
を
襲
用
し
た
。
か
く
し
て
こ
そ
布
教
伝
導
に
と
っ

て
都
合
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
定
義
は
、
隋
・
唐
か
ら
五
代
と
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
、
醮
義
の
主
流
と
な
り
、
祷

醮
星
辰
の
法
も
次
第
に
民
間
に
し
み
こ
み
、
宋
・
元
両
代
を
経
て
衰
え
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
注
九
所
掲
書
三
九
四
頁
。
ま
た
、
李
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献
璋
氏
は『
隋
書
』経
籍
志
の「
醮
」記
述
な
ど
を
踏
ま
え
つ
つ
、
隋
代
の「
章
醮
」は
星
宿
の
信
仰
の
も
と
で
構
成
さ
れ
た
も
の
と
論
じ
て
い
る
。

注
八
所
掲
同
氏
論
文
第
一
章
第
三
節
を
参
照
。

一
六 『
法
苑
珠
林
』に
見
え
る
こ
の
記
述
に
つ
い
て
、
浅
野
春
二
氏
は「
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
儀
礼
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
、

何
と
も
言
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
道
教
の
斎
儀
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」と
述
べ
て
い
る
。
同
氏「
道
教
儀
礼
の
供
え
物
―
現
代

台
湾
南
部
の
事
例
か
ら
―
」（『
東
方
宗
教
』第
八
六
号
、
一
九
九
五
年
）五
三
頁
注
四
六
。
確
か
に
、
道
世
が
い
う
儀
礼
は
具
体
的
に
何
を
指
す

か
不
明
で
あ
る
が
、
逆
に「
祭
醮
」と
明
記
さ
れ
る
儀
礼
の
供
物
は
、
道
教
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た
密
教
星
供
で
も
多
用
さ
れ
る
こ
と（
後
述
）、

隋
唐
期
道
教
の
代
表
的
な「
醮
」は
星
宿
を
祭
る
儀
礼
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
道
世
が
い
う「
祭
醮
」は
、
道
教
の
星
宿
を
祭

る「
醮
」を
指
す
こ
と
も
あ
り
う
る
。

一
七 『
正
一
威
儀
経
』の
成
立
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
義
豊『
道
教
と
仏
教 

第
三
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
）一
四
四
頁
を
参
照
。

一
八 『
大
上
霊
宝
五
符
序
』の
成
立
に
つ
い
て
は
、
小
林
正
美『
六
朝
道
教
史
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
九
〇
年
）第
一
篇
第
一
章
を
参
照
。

一
九 

浅
野
春
二「
道
教
儀
礼
の
供
物
―
血
食
否
定
と
文
房
四
宝
―
」（『
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』第
八
三
輯
、
一
九
九
九
年
）を
参
照
。

二
〇 

満
久
崇
磨『
仏
典
の
植
物
事
典
』（
矢
坂
書
房
、
二
〇
一
三
年
）一
一
一
～
一
一
二
頁
を
参
照
。

二
一 

中
国
古
典
に
見
え
る
棗
と
神
仙
思
想
に
つ
い
て
は
、
大
橋
賢
一「
杜
甫「
又
呈
呉
郎
」の
棗
に
つ
い
て
」（『
語
学
文
学
』第
五
七
号
、
二
〇
一
八
年
）

四
～
六
頁
を
参
照
。

二
二 「
安
期
生
」
を
含
む
仙
人
に
関
す
る
逸
話
を
収
録
し
た
前
漢
・
劉
向
の
作
と
言
わ
れ
る
『
列
仙
伝
』（『
正
統
道
蔵
』
第
一
三
八
冊
所
収
）
に
は
棗

を
服
用
す
る
仙
人
が
見
当
た
ら
な
い
一
方
、
葛
洪
の
作
と
さ
れ
る
『
神
仙
伝
』（『
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
所
収
本
。『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
第

一
〇
五
九
冊
、
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
八
六
年
）に
は
沈
義（
巻
三
）、
董
奉（
巻
一
〇
）、
李
意
期（
同
）な
ど
の
人
物
が
、
神
仙
か
ら
棗
を
授
か
っ

た
り
、
棗
を
服
用
し
た
り
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

二
三 「
僊
」は「
仙
」の
古
い
字
体
と
さ
れ
て
い
る
。「
僊
」と「
仙
」の
字
義
と
用
例
に
つ
い
て
、
大
形
徹「「
僊
」と「
仙
」
―
神
仙
思
想
の
形
成
と
文
字
の

変
化
―
」（『
人
間
文
化
学
研
究
集
録
』十
二
号
、
二
〇
〇
三
年
）が
詳
し
く
参
考
と
な
る
。

二
四 「
中
国
古
鏡
の
研
究
」班「
前
漢
鏡
銘
集
釈
」（『
東
方
学
報
』京
都
第
八
四
冊
、
二
〇
〇
九
年
）を
参
照
。
な
お「
前
漢
鏡
銘
集
釈
」に
お
い
て
、
前

掲
銘
文
は
そ
れ
ぞ
れ
四
五
〇
・
四
五
一
・
四
五
三
と
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。

二
五 「
中
国
古
鏡
の
研
究
」班「
三
国
西
晋
鏡
銘
集
釈
」（『
東
方
学
報
』京
都
第
八
六
冊
、
二
〇
一
一
年
）を
参
照
。
な
お「
三
国
西
晋
鏡
銘
集
釈
」に
お
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い
て
、
前
掲
銘
文
は
そ
れ
ぞ
れ
三
角
縁
〇
四
・
三
角
縁
〇
五
・
三
角
縁
〇
六
・
三
角
縁
〇
八
・
三
角
縁
一
〇
と
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。

二
六 
星
供
の
供
物
に
つ
い
て
は
、
拙
稿「「
称
名
寺
聖
教
」に
見
え
る「
茶
」と「
荼
」」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』第
二
五
二
号
、
二
〇
二
〇
年
）三
六
～
三
九
頁

を
参
照
。

二
七 

津
田
左
右
吉「
神
僊
思
想
の
研
究
」（『
津
田
左
右
吉
全
集
』第
一
〇
巻
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）一
七
三
～
一
八
五
頁
を
参
照
。

二
八 

例
え
ば
、
後
に
触
れ
る
称
名
寺
所
蔵「
順
忍
書
状
」（
金
沢
文
庫
文
書
九
九
四
）紙
背「
題
未
詳
聖
教
」（
以
下「
題
未
詳
聖
教
」と
略
称
）に
は「
茶

是
仙
薬
也
。
仙
人
所
翫
也（
茶
は
仙
薬
で
あ
る
。
仙
人
に
嗜
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
）」と
あ
る
。

二
九 

香
の
種
類
と
香
を
焚
く
本
来
の
目
的
を
限
定
し
な
け
れ
ば
、『
礼
記
』郊
特
牲
に「
周
人
尚
臭
、
…
…
蕭
合
黍
稷
、
臭
陽
達
於
牆
屋（
周
の
人
は
芳

香
を
た
っ
と
い
、
…
…
蕭
を
き
び
と
混
ぜ
て
焼
き
、
そ
の
煙
の
匂
い
を
家
の
屋
根
ま
で
高
く
立
ち
昇
ら
せ
（
た
後
に
抜
け
出
さ
せ
て
神
霊
を
招

請
す
）る
）」と
あ
る
よ
う
に
、古
代
中
国
に
も
香
り
を
利
用
す
る
祭
祀
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
国
の「
焼
香
」に
つ
い
て
は
、福
井
康
順「
原

始
道
教
と
仏
教
」（『
道
教
の
基
礎
的
研
究
』所
収
、
書
籍
文
物
流
通
会
、
一
九
六
五
年
）一
一
六
～
一
一
八
頁
、
山
田
利
明「
儀
礼
の
理
論
」（
田

中
文
雄
等
編『
道
教
の
教
団
と
儀
礼
』所
収
、
雄
山
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）八
八
～
八
九
頁
を
参
照
。

三
〇 

香
水
の
定
義
と
用
途
に
つ
い
て
、
塚
本
善
隆
（
編
纂
代
表
）『
望
月
仏
教
大
辞
典
』（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
六
七
年
）
巻
二
、一
〇
六
三
頁

を
参
照
。

三
一 

例
外
的
に
善
無
畏（
六
三
七
～
七
三
五
）と
一
行
共
訳
の『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
』（
以
下『
大
日
経
』と
略
称
。『
大
正
蔵
』巻
一
八
所
収
）

巻
一「
入
漫
茶
羅
具
縁
眞
言
品
第
二
之
一
」に
は「
彼
阿
闍
梨
以
浄
香
水
授
与
令
飲（
か
の
阿
闍
梨
は
浄
香
水
を
授
け
て
飲
ま
せ
る
）」（
六
中
）と

あ
る
。
た
だ『
大
日
経
』の
訳
出
は
開
元
年
間（
七
一
三
～
七
四
一
）で
あ
る
の
で
、
初
唐
期
の
道
世
が「
香
水
」を
い
う
背
景
に
は
、『
大
日
経
』に

見
え
る
香
水
を
飲
用
す
る
作
法
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
唐
代
以
前
に
伝
来
し
た
密
教（
雑
密
）が
香
水
を
飲
料
と
し
て
利
用
し
て
い

た
の
か
ど
う
か
、
利
用
し
て
い
た
場
合
、
道
世
は
ど
の
よ
う
に
認
知
し
て
い
た
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
今
後
の
課
題
で
は
あ

る
が
、
呪
術
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
密
教
修
法
を
道
教
的
な
も
の
と
認
識
す
る
唐
代
の
中
国
人
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
横
井
克
信
「
王
法

と
仏
法
」（『
仏
教
の
東
伝
と
受
容
』
所
収
、
佼
成
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
三
四
七
頁
を
参
照
。
ま
た
、
神
津
朝
夫
氏
は
香
の
服
用
に
つ
い
て
、

養
老
二
年（
七
一
八
）に
唐
よ
り
帰
国
し
た
道
慈（
？
～
七
四
四
）の「
初
春
在
竹
渓
山
寺
於
長
王
宅
宴
追
致
辞（
初
春
に
竹
渓
山
寺
に
居
り
長
屋
王

宅
か
ら
宴
会
の
招
待
へ
急
ぎ
辞
退
を
申
し
上
げ
る
）」詩
の
序（『
懐
風
藻
』所
収
。
次
に
挙
げ
る
原
文
は
辰
巳
正
明『
懐
風
藻
全
注
釈（
新
訂
増
補

版
）』（
花
鳥
社
、二
〇
二
一
年
）に
よ
る
。
現
代
語
訳
も
同
書（
四
九
三
～
四
九
八
頁
）を
参
考
に
し
て
筆
者
が
訳
出
し
た
）に
見
え
る「
況
乎
道
慈
、
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隋唐期道教祭醮と密教星供の供物

機
儀
俗
情
全
有
異
、
香
盞
酒
盃
又
不
同
（
ま
し
て
仏
教
の
教
え
と
世
俗
の
感
情
が
全
く
異
な
る
こ
と
も
、
僧
侶
の
香
盞
と
俗
世
間
の
酒
盃
と
が

同
じ
で
は
な
い
こ
と
も
、
わ
た
く
し
道
慈
は
弁
え
て
お
り
ま
す
）」の「
香
盞
」に
注
目
し
て
い
る
。
氏
は「
香
盞
」と
い
う
語
か
ら
、
奈
良
時
代
で

は
薬
と
し
て
の
香
が
飲
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
は
後
に
寺
院
に
お
け
る
茶
の
飲
用
、
ま
た
仏
前
の
供
物
と
し
て
広
ま
っ
て
い
く
背

景
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
氏
『
茶
の
湯
の
歴
史
』（
株
式
会
社K

A
D

O
K

A
W

A

、
二
〇
二
一
年
）
四
三
～
四
五

頁
を
参
照
。
傾
聴
す
べ
き
意
見
で
あ
る
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
初
唐
期
の
中
国
仏
教
で
は
茶
を「
香
水
」と
称
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
道
慈
が
い
う「
香
盞
」は
、
香
り
高
い
茶
の
入
っ
た
器
を
指
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

三
二 

例
え
ば
南
北
朝
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る『
正
一
解
厄
醮
儀
』（『
正
統
道
蔵
』第
五
六
四
冊
所
収
）や
、三
国
時
代
か
南
北
朝
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
、

注
一
〇
に
言
及
し
た『
北
帝
七
元
紫
庭
延
生
秘
訣
』に
も
、茶
の
利
用
が
見
ら
れ
る
。『
正
一
解
厄
醮
儀
』の
成
立
と
概
要
に
つ
い
て
は
、蕭
登
福『
正

統
道
蔵
総
目
提
要
』（
文
津
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）七
六
九
頁
を
参
照
。『
北
帝
七
元
紫
庭
延
生
秘
訣
』に
つ
い
て
は
、
注
四
所
掲
拙
稿
第
二
章

を
参
照
。

三
三 

な
お「
香
茗
」な
ど
の
語
が
強
調
す
る
茶
の
香
り
は
、
加
工
の
効
果
に
よ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
関
剣
平「
茶
：
薬
か
ら

嗜
好
品
へ
の
道
―
技
術
史
・
医
薬
史
の
研
究
か
ら
見
た
喫
茶
の
起
源
・
道
教
の
影
響
―
」（『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
』第
六
二
号
、

二
〇
〇
一
年
）二
一
四
～
二
一
七
頁
を
参
照
。

三
四 『
茶
経
』の
原
文
は
高
橋
忠
彦
・
神
津
朝
夫
編『
初
期
の
和
漢
茶
書
』（
淡
交
社
、
二
〇
一
九
年
）に
よ
る
。

三
五 

す
で
に
散
逸
し
た
が
、『
茶
経
』巻
下「
七
之
事
」に
よ
れ
ば
、鮑
照（
？
～
四
六
六
）の
妹
で
あ
る
鮑
令
暉
も「
香
茗
賦
」を
著
し
た
よ
う
で
あ
る
。「
香

茗
賦
」と
い
う
題
名
か
ら
、
茶
は
香
気
を
持
つ
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

三
六 

拙
稿「
宗
教
思
想
史
に
見
る
仙
薬
と
し
て
の
茶
」（『
名
古
屋
大
学
中
国
哲
学
論
集
』第
一
六
号
、
二
〇
一
七
年
）七
～
二
一
頁
を
参
照
。

三
七 

茶
の
異
名
に
つ
い
て
は
、
高
橋
忠
彦
「
茶
の
五
つ
の
名
―
唐
以
前
に
お
け
る
茶
の
呼
称
に
つ
い
て
―
」（『
学
芸
国
語
国
文
学
』
第
四
八
号
、

二
〇
一
八
年
）を
参
照
。

三
八 

後
に
述
べ
る
顧
炎
武（
一
六
一
三
～
一
六
八
二
）の
説
と
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
こ
の「
茶
」の
文
字
は「
荼
」と
書
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
後
に
改

め
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

三
九 

顧
炎
武『
唐
韻
正
』巻
四「
荼
」の
条
を
参
照
。

四
〇 

道
世
が
住
し
た
と
さ
れ
る
西
明
寺
か
ら
は「
西
明
寺
石
荼
碾
」が
出
土
し
て
い
る
。
西
明
寺
は
、
顕
慶
元
年（
六
五
六
）に
建
立
さ
れ
、
大
中
元
年



― 30 ―

（
八
四
七
）に
福
寿
寺
に
改
名
さ
れ
た
の
で
、「
西
明
寺
石
荼
碾
」は
顕
慶
元
年
か
ら
九
世
紀
半
ば
ご
ろ
の
間
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
。
茶
を「
香
水
」と
呼
ぶ
用
例
に
つ
い
て
は
詳
し
く
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
、こ
の
よ
う
な
仏
教
寺
院
に
お
け
る
茶
の
利
用
を
踏
ま
え
、

道
教
の「
祭
醮
」の
供
物
は
仏
教
の
模
倣
と
道
世
が
考
え
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
な
お「
西
明
寺
石
荼
碾
」と
対
照
的
に
、
法
門
寺
か
ら
出

土
し
た
晩
唐
期
の
銀
製
茶
碾
子
に
は「
銀
金
花
茶
碾
子
」と
い
う
銘
が
見
え
て
い
る
。

四
一 

道
世
が
い
う「
香
水
」は
茶
の
こ
と
を
指
し
、
仏
教
で
は
茶
を
香
水
と
同
一
視
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
茶
の
疫
病
を
取
り
除
く
、
身
体
を
浄
化

す
る
効
能
が
考
え
ら
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
栄
西（
一
一
四
一
～
一
二
一
五
）の『
喫
茶
養
生
記
』巻
下
に
も
撰
者
不
明
の「
宋
人
歌
」が
引
用

さ
れ
て
お
り「
疫
神
捨
駕
礼
茶
木（
疫
神
は
乗
り
物
を
捨
て
て
茶
の
木
を
拝
む
）」と
あ
る
。『
喫
茶
養
生
記
』の
原
文
は
、
注
三
四
所
掲『
初
期
の

和
漢
茶
書
』に
よ
る
。
茶
を
薬
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
つ
と
に
岩
間
眞
知
子
氏
に
よ
っ
て
詳
論
さ
れ
た
。
同
氏『
茶
の
医
薬
史
―
中

国
と
日
本
』（
思
文
閣
、
二
〇
〇
九
年
）が
詳
し
く
参
考
と
な
る
。

四
二 

な
お『
七
曜
星
辰
別
行
法
』に
は
供
物
と
し
て
の「
白
脯
」が
よ
く
出
て
く
る
。北
魏
・
賈
思
勰
の『
斉
民
要
術
』巻
八「
脯
腊
第
七
十
五
」に
は「
白
脯
」

の
作
り
方
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば「
白
脯
」の
原
材
料
に
は「
牛
羊
麞
鹿
肉
」が
あ
る
。「
麞
鹿
」の
肉
は
、
道
世
が
述
べ
た
早
期
道
教

「
祭
醮
」に
多
用
さ
れ
る「
鹿
脯
清
酒
」の「
鹿
脯
」を
想
起
さ
せ
る
。

四
三 

注
四
所
掲
拙
稿
注
三
九
を
参
照
。

四
四 『
七
曜
星
辰
別
行
法
』で
は「
七
曜
」の
内
容
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
が
、
一
般
に「
七
曜
」は
日
月
五
星
の
こ
と
を
指
す
。
た
だ
、
唐
代
で
は

北
斗
七
星
と
混
同
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
注
三
所
掲
蕭
氏
書
、
一
五
四
～
一
五
五
頁
を
参
照
。

四
五 「
七
元
壇
」
に
つ
い
て
は
、
酒
井
規
史
氏
の
博
士
学
位
論
文
「
宋
代
道
教
に
お
け
る
「
道
法
」
の
研
究
」（
早
稲
田
大
学
、
二
〇
一
一
年
）
四
九
～

五
一
頁
を
参
照
。
氏
に
よ
れ
ば
、
七
元
壇
を
使
用
す
る
道
術
は
、
玄
宗
期
ま
で
の
道
教
経
典
に
見
ら
れ
な
い
た
め
、『
太
上
元
始
天
尊
説
北
帝

伏
魔
神
呪
妙
経
』の
素
材
と
な
る
経
典
群
は
、
唐
代
後
半
に
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

四
六 

注
四
所
掲
拙
稿
第
二
章
で
は
、『
太
上
元
始
天
尊
説
北
帝
伏
魔
神
呪
妙
経
』を
取
り
あ
げ
て
、
医
学
思
想
を
反
映
す
る
道
教
儀
礼
の
存
在
に
つ
い

て
考
え
た
。
本
稿
で
は
同
様
に『
七
曜
星
辰
別
行
法
』と『
太
上
元
始
天
尊
説
北
帝
伏
魔
神
呪
妙
経
』を
取
り
あ
げ
て
い
る
が
、
初
唐
期
道
教
に
お

け
る
供
物
の
変
化
と
い
う
点
に
注
目
し
た
た
め
で
あ
る
。

四
七 

顧
野
王（
五
一
八
～
五
八
一
）の『
玉
篇
』巻
一
一「
疒
部
」は「
瘡
」に
つ
い
て「
創
痍
也
。
古
文
創（
創
痍
で
あ
る
。
古
文
で
は「
創
」に
作
る
）」と
説

明
し
て
い
る
。
な
お
、
前
掲『
周
礼
』天
官
・
冢
宰
下
に
見
え
る「
腫
瘍
」の「
瘍
」に
つ
い
て
、『
説
文
解
字
』七
篇
下「
疒
部
」は「
頭
創
也（
頭
部
の
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き
ず
で
あ
る
）」と
解
釈
し
、
前
掲
鄭
玄
注
に
見
え
る「
癕（「
癰
」の
異
体
字
）」は
、『
説
文
解
字
』で
は「
腫
也（
腫
で
あ
る
）」と
解
釈
し
て
い
る
。

四
八 
例
え
ば
陶
弘
景
が『
神
農
本
草
経
集
注
』巻
上
に
お
い
て「
茗
」と
疑
う「
苦
菜
」に
つ
い
て『
名
医
別
録
』の
文
を
引
用
し「
悪
瘡
」を
治
す
と
述
べ
た

り
、
唐
の
蘇
敬
ら
が
顕
慶
四
年（
六
五
九
）に
完
成
し
た『
新
修
本
草
』巻
一
三「
茗
苦

」の
項
目
に
も「
瘻
瘡
」を
治
す
効
能
が
見
え
た
り
す
る
。

四
九 『
七
曜
星
辰
別
行
法
』は
早
く
日
本
に
伝
来
し
た
が
、「
称
名
寺
聖
教
」の
う
ち「
諸
尊
別
行
略
抄
下
」（
一
二
八
函
―
一
九
―
二
）と
、「
北
斗dha-

rm
a

（dha-rm
a

は
梵
字
表
記
）」（
二
四
七
函
―
五
）の
裏
書
に
は『
七
曜
星
辰
別
行
法
』の「
壁
宿
直
日
」の
引
用
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、「
酒
」「
脯
」

の
利
用
に
関
す
る
記
述
が
な
い
。

　

本
稿
は
、
二
〇
二
二
年
度「
茶
の
湯
文
化
学
会
」東
京
例
会（
二
〇
二
二
年
四
月
二
三
日
於
埼
玉
会
館
）で
の
口
頭
発
表
の
一
部
を
修
正
し

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
研
究
は
、JSPS

科
研
費JP20K

12806

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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